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令和８年議案第４８号 

 

   江南市公平委員会委員の選任について 

 

 下記の者を江南市公平委員会委員に選任したいから、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第９条の２第２項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

  令和８年５月１２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

記 

 

住  所   

氏  名  井上 貴弘 

生年月日   

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、江南市公平委員会委員 浅野總一郎氏が令和８年５月２４

日任期満了するので、後任の者を選任する必要があるからであります。 
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井 上 貴 弘 履 歴 

 

住  所    

生年月日    

学  歴    

職  歴   
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（参 考） 

江南市公平委員会委員名簿 

（令和８年５月１日現在） 

住   所 氏  名 生 年 月 日 任   期 

 浅野 總一郎  
自令和 4年 5月 25日 

至令和 8年 5月 24日 

 大岩  裕子  
自令和 5年 5月 25日 

至令和 9年 5月 24日 

 田中  重和  
自令和 6年 5月 25日 

至令和 10年 5月 24日 

 

 

   地方公務員法（抜粋） 

 （人事委員会又は公平委員会の設置） 

第７条   （略） 

２   （略） 

３ 人口１５万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置

くものとする。 

４   （略） 

 （人事委員会又は公平委員会の権限） 

第８条   （略） 

２ 公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。 

（１）職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、

及び必要な措置を執ること。 

（２）職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。 

（３）前２号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。 

（４）前３号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務 

３～９   （略） 

 （人事委員会又は公平委員会の委員） 

第９条の２ 人事委員会又は公平委員会は、３人の委員をもつて組織する。 

２ 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解
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があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地

方公共団体の長が選任する。 

３   （略） 

４ 委員の選任については、そのうちの２人が、同一の政党に属する者となることと

なつてはならない。 

５～８   （略） 

９ 委員は、地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員（第７条

第４項の規定により公平委員会の事務の処理の委託を受けた地方公共団体の人事委

員会の委員については、他の地方公共団体に公平委員会の事務の処理を委託した地

方公共団体の地方公務員を含む。）の職（執行機関の附属機関の委員その他の構成員

の職を除く。）を兼ねることができない。 

１０ 委員の任期は、４年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

１１ 人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とし、公平委員会の委員は、非常勤とす

る。 

１２   （略） 

 

 

   江南市公平委員会設置条例（抜粋） 

 （設置） 

第１条 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第７条第３項の規定に基き、江

南市公平委員会を設置する。 

 （委員） 

第２条 公平委員会の委員は、非常勤とする。 
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令和８年議案第４９号 

 

   江南市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 江南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

  令和８年５月１２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、国民健康保険事業の健全な運営を図るための課税限度額の

引上げ、低所得者の負担を軽減するための軽減対象者の拡大並びに子ども・子育て支

援納付金課税限度額及び子ども・子育て支援納付金課税額の軽減対象者に係る規定等

について、所要の整備を図る必要があるからであります。 
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   江南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 

 

 江南市国民健康保険税条例（昭和３１年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第２項ただし書中「６６０，０００円」を「６７０，０００円」に改め、同条

第５項に次のただし書を加える。 

  ただし、加算後の額が３０，０００円を超える場合においては、子ども・子育て支

援納付金課税額は、３０，０００円とする。 

 第１２条第１項中「６６０，０００円」を「６７０，０００円」に、「同条第５項」

を「同条第５項本文」に、「及びク」を「からケまで」に、「の合算額と」を「（当該

減額して得た額が３０，０００円を超える場合には、３０，０００円）の合算額と」に

改め、同項第１号中クをケとし、キの次に次のように加える。 

  ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被

保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

 １人について ７０円 

 第１２条第１項第２号中「３０５，０００円」を「３１０，０００円」に改め、同号

中クをケとし、キの次に次のように加える。 

  ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被

保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

 １人について ５０円 

 第１２条第１項第３号中「５６０，０００円」を「５７０，０００」円に改め、同号

中クをケとし、キの次に次のように加える。 

  ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被

保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

 １人について ２０円 

 第１２条第３項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、「被保険者均等

割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、同項第１号中「第２４条の

３０の５」を「第２４条の３０の６」に改め、同項に次の１号を加える。 

（９）国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳

以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第７条の６の規定により算定し

た１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場

合にあっては、その減額後の１８歳以上被保険者均等割額）の１２分の１の額に、
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当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 第１２条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下この項において「１８歳未満被保険者」という。）

がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者につき

算定した被保険者均等割額（前３項に規定する金額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額か

ら、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の江南市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国民健

康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従

前の例による。 
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（参 考） 

   江南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）の新旧対照表 

新 旧 

 (課税額)  (課税額) 

第2条   （略） 第2条   （略） 

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前

条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につ

き算定した所得割額並びに被保険者均

等割額及び世帯別平等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が670,000円を

超える場合においては、基礎課税額は、

670,000円とする。 

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前

条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につ

き算定した所得割額並びに被保険者均

等割額及び世帯別平等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が660,000円を

超える場合においては、基礎課税額は、

660,000円とする。 

3及び4   （略） 3及び4   （略） 

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付

金課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主

を除く。)及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した所得割額

並びに被保険者均等割額及び世帯別平等

割額の合算額に、当該世帯に属する18歳

以上被保険者(地方税法(昭和25年法律第

226号。以下「法」という。)第703条の4

第30項に規定する18歳以上被保険者をい

う。以下同じ。)につき算定した18歳以上

被保険者均等割額を加算した額とする。

ただし、加算後の額が30,000円を超える

場合においては、子ども・子育て支援納

付金課税額は、30,000円とする。 

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付

金課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主

を除く。)及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した所得割額

並びに被保険者均等割額及び世帯別平等

割額の合算額に、当該世帯に属する18歳

以上被保険者(地方税法(昭和25年法律第

226号。以下「法」という。)第703条の4

第30項に規定する18歳以上被保険者をい

う。以下同じ。)につき算定した18歳以上

被保険者均等割額を加算した額とする。 

 (国民健康保険税の減額)  (国民健康保険税の減額) 

第12条 次の各号のいずれかに掲げる国

民健康保険税の納税義務者に対して課す

る国民健康保険税の額は、第2条第2項本

第12条 次の各号のいずれかに掲げる国

民健康保険税の納税義務者に対して課す

る国民健康保険税の額は、第2条第2項本
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新 旧 

文の基礎課税額からア及びイに掲げる額

を減額して得た額(当該減額して得た額

が670,000円を超える場合には、670,000

円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金

等課税額からウ及びエに掲げる額を減額

して得た額 (当該減額して得た額が

260,000円を超える場合には、260,000

円)、同条第4項本文の介護納付金課税額

からオ及びカに掲げる額を減額して得た

額(当該減額して得た額が170,000円を超

える場合には、170,000円)並びに同条第

5項本文の子ども・子育て支援納付金課税

額からキからケまでに掲げる額を減額し

て得た額(当該減額して得た額が30,000

円を超える場合には、30,000円)の合算額

とする。 

文の基礎課税額からア及びイに掲げる額

を減額して得た額(当該減額して得た額

が660,000円を超える場合には、660,000

円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金

等課税額からウ及びエに掲げる額を減額

して得た額 (当該減額して得た額が

260,000円を超える場合には、260,000

円)、同条第4項本文の介護納付金課税額

からオ及びカに掲げる額を減額して得た

額(当該減額して得た額が170,000円を超

える場合には、170,000円)並びに同条第

5項の子ども・子育て支援納付金課税額か

らキ及びクに掲げる額を減額して得た額

の合算額とする。 

 (1) 法第703条の5第1項に規定する総

所得金額及び山林所得金額の合算額

が、430,000円(納税義務者並びにその

世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得を有する者(前年中に法第703

条の5第1項に規定する総所得金額に

係る所得税法(昭和40年法律第33号)

第28条第1項に規定する給与所得につ

いて同条第3項に規定する給与所得控

除額の控除を受けた者(同条第1項に

規定する給与等の収入金額が550,000

円を超える者に限る。)をいう。以下こ

の号において同じ。)の数及び公的年

金等に係る所得を有する者(前年中に

 (1) 同左 
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新 旧 

法第703条の5第1項に規定する総所得

金額に係る所得税法第35条第3項に規

定する公的年金等に係る所得につい

て同条第4項に規定する公的年金等控

除額の控除を受けた者(年齢65歳未満

の者にあっては当該公的年金等の収

入金額が600,000円を超える者に限

り、年齢65歳以上の者にあっては当該

公的年金等の収入金額が1,100,000円

を超える者に限る。)をいい、給与所得

を有する者を除く。)の数の合計数(以

下この条において「給与所得者等の

数」という。)が2以上の場合にあって

は、430,000円に当該給与所得者等の

数から1を減じた数に100,000円を乗

じて得た金額を加算した金額)を超え

ない世帯に係る納税義務者 

  ア～キ   （略）   ア～キ   （略） 

  ク 18歳以上被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の18歳以

上被保険者均等割額 18歳以上被

保険者(第1条第2項に規定する世帯

主を除く。) 1人について 70円 

 

  ケ   （略）   ク   （略） 

 (2) 法第703条の5第1項に規定する総

所得金額及び山林所得金額の合算額

が、430,000円(納税義務者並びにその

世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が2以上の場合にあっ

ては、430,000円に当該給与所得者等

 (2) 法第703条の5第1項に規定する総

所得金額及び山林所得金額の合算額

が、430,000円(納税義務者並びにその

世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が2以上の場合にあっ

ては、430,000円に当該給与所得者等
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新 旧 

の数から1を減じた数に100,000円を

乗じて得た金額を加算した金額)に被

保険者及び特定同一世帯所属者1人に

つき310,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者(前号に該

当する者を除く。) 

の数から1を減じた数に100,000円を

乗じて得た金額を加算した金額)に被

保険者及び特定同一世帯所属者1人に

つき305,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者(前号に該

当する者を除く。) 

  ア～キ   （略）   ア～キ   （略） 

  ク 18歳以上被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の18歳以

上被保険者均等割額 18歳以上被

保険者（第1条第2項に規定する世帯

主を除く。） 1人について 50円 

 

  ケ   （略）   ク   （略） 

 (3) 法第703条の5第1項に規定する総

所得金額及び山林所得金額の合算額

が、430,000円(納税義務者並びにその

世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が2以上の場合にあっ

ては、430,000円に当該給与所得者等

の数から1を減じた数に100,000円を

乗じて得た金額を加算した金額)に被

保険者及び特定同一世帯所属者1人に

つき570,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者(前2号に

該当する者を除く。) 

 (3) 法第703条の5第1項に規定する総

所得金額及び山林所得金額の合算額

が、430,000円(納税義務者並びにその

世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が2以上の場合にあっ

ては、430,000円に当該給与所得者等

の数から1を減じた数に100,000円を

乗じて得た金額を加算した金額)に被

保険者及び特定同一世帯所属者1人に

つき560,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者(前2号に

該当する者を除く。) 

  ア～キ   （略）   ア～キ   （略） 

  ク 18歳以上被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の18歳以

上被保険者均等割額 18歳以上被

保険者（第1条第2項に規定する世帯
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新 旧 

主を除く。） 1人について 20円 

  ケ   （略）   ク   （略） 

2   （略） 2   （略） 

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に

地方税法施行令第56条の89第4項に規定

する出産被保険者(以下「出産被保険者」

という。)が属する場合における当該納税

義務者に対して課する所得割額並びに被

保険者均等割額及び18歳以上被保険者均

等割額(第1項に規定する金額を減額する

ものとした場合にあっては、その減額後

の被保険者均等割額及び18歳以上被保険

者均等割額)は、当該所得割額並びに被保

険者均等割額及び18歳以上被保険者均等

割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額を減額して

得た額とする。 

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に

地方税法施行令第56条の89第4項に規定

する出産被保険者(以下「出産被保険者」

という。)が属する場合における当該納税

義務者に対して課する所得割額及び被保

険者均等割額(第1項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、その

減額後の被保険者均等割額)は、当該所得

割額及び被保険者均等割額から、次の各

号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める額を減額して得た額とする。 

 (1) 国民健康保険の出産被保険者に係

る基礎課税額の所得割額 当該出産

被保険者につき第3条の規定により算

定した所得割額の12分の1の額に、当

該出産被保険者の出産の予定日(地方

税法施行規則第24条の30の6に定める

場合には、出産の日。以下同じ。)の属

する月(以下「出産予定月」という。)

の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)

から出産予定月の翌々月までの期間

(以下「産前産後期間」という。)のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 

 (1) 国民健康保険の出産被保険者に係

る基礎課税額の所得割額 当該出産

被保険者につき第3条の規定により算

定した所得割額の12分の1の額に、当

該出産被保険者の出産の予定日(地方

税法施行規則第24条の30の5に定める

場合には、出産の日。以下同じ。)の属

する月(以下「出産予定月」という。)

の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)

から出産予定月の翌々月までの期間

(以下「産前産後期間」という。)のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 

 (2)～(8)   （略）  (2)～(8)   （略） 
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新 旧 

 (9) 国民健康保険の出産被保険者に係

る子ども・子育て支援納付金課税額の

18歳以上被保険者均等割額 当該出

産被保険者につき第7条の6の規定に

より算定した18歳以上被保険者均等

割額(第1項に規定する金額を減額す

るものとした場合にあっては、その減

額後の18歳以上被保険者均等割額)の

12分の1の額に、当該出産被保険者の

産前産後期間のうち当該年度に属す

る月数を乗じて得た額 

 

4 国民健康保険税の納税義務者の属する

世帯内に18歳に達する日以後の最初の3

月31日以前である被保険者(以下この項

において「18歳未満被保険者」という。)

がある場合における当該納税義務者に対

して課する子ども・子育て支援納付金課

税額の被保険者均等割額(当該納税義務

者の世帯に属する18歳未満被保険者につ

き算定した被保険者均等割額(前3項に規

定する金額を減額するものとした場合に

あっては、その減額後の被保険者均等割

額)に限る。)は、当該被保険者均等割額

から、当該被保険者均等割額に相当する

額を減額して得た額とする。 
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令和８年議案第５０号 

 

   江南市立わかくさ園の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

 江南市立わかくさ園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり定めるものとする。 

 

  令和８年５月１２日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、江南市立わかくさ園の移転等に伴い、改正する必要がある

からであります。 
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   江南市立わかくさ園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

 江南市立わかくさ園の設置及び管理に関する条例（令和元年条例第２９号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第２条第２項中「江南市村久野町寺町７７番地」を「江南市赤童子町南山３３番地」

に改める。 

 第９条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年６月１日から施行する。 
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（参 考） 

   江南市立わかくさ園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（案）

の新旧対照表 

新 旧 

 (設置)  (設置) 

第2条   （略） 第2条   （略） 

2 わかくさ園の名称及び位置は、次のと

おりとする。 

2 わかくさ園の名称及び位置は、次のと

おりとする。 

  名称 江南市立わかくさ園   名称 江南市立わかくさ園 

  位置 江南市赤童子町南山33番地   位置 江南市村久野町寺町77番地 

 (使用料)  (使用料) 

第9条 わかくさ園への入園を承諾された

通所給付決定障害児の保護者は、法第21

条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の

額(法第21条の5の7第11項の規定により、

わかくさ園が通所給付決定障害児の保護

者に代わり法第21条の5の3第1項に規定

する障害児通所給付費を受領する場合

は、当該障害児通所給付費の額を控除し

て得た額)の使用料を納付しなければな

らない。 

第9条 わかくさ園への入園を承諾された

通所給付決定障害児の保護者は、法第21

条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働

大臣が定める基準により算定した費用の

額(法第21条の5の7第11項の規定により、

わかくさ園が通所給付決定障害児の保護

者に代わり法第21条の5の3第1項に規定

する障害児通所給付費を受領する場合

は、当該障害児通所給付費の額を控除し

て得た額)の使用料を納付しなければな

らない。 

  

 

- 18 -



 

令和８年議案第５１号 

 

 

令和８年度江南市一般会計補正予算（第２号） 

                    

 

 令和８年度江南市の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 63,997千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 38,959,899千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

  令和８年５月１２日提出 

 

 

                      江南市長  澤田 和延 
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【参考】令和8年度一般会計補正予算(第2号)説明資料

１ 事業目的

２ 事業内容

（1） 対象者

平成25年8月以降の期間において生活保護を受給していた世帯

（現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯も含む）

（2）

従前の基準額に対し下表のとおり、対象期間に応じた追加給付率を乗じ算出する。

（3）

※申出受付期間については国で統一的に設定予定

（4）

３ 事業費

千円

事務費 千円

追加給付費 千円

〈特定財源〉

国庫支出金 千円 生活保護生活等扶助費負担金

千円 中国残留邦人等生活等支援給付費負担金

千円 生活保護費補助金

県支出金 千円 生活保護費負担金

追加給付率

2.4%

保護廃止世帯については申出により指定された銀行口座へ振込又は現金支給

41,040

支給方法

保護受給中世帯については職権により保護費の銀行口座へ振込又は現金支給

支給期間

H25.8～H26.3

H26.4～H27.3

・居宅（第1・2類費）等
H27.4～H30.9

・他の基準生活費、加算等
H27.4～R8.3

0.8%

1.6%

ふくし部ふくし支援課

保護費等追加給付事業

　 平成25年生活扶助基準改定について、令和7年6月の最高裁判決で国による基準改定に違法性が

認められたことを受け、本来あるべき基準額と従前の基準額との差額を追加給付する。

※　死者については対象外。

対象期間

支給額

576

令和8年8月頃から令和9年3月31日までの支給を想定

56,811

54,784

2,027

48

2,027
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